
 

                                 
 

 

                     令 和 ３ 年 ３ 月 １ 日 
           国土交通省 出雲河川事務所 

 

 

 

災害時において応急対策活動等に 

協力していただける事業者を募集します。 
 

お知らせ 

国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所では、災害時において迅速に対応し、地域住民の方々の生命と

財産を守るため、災害時に応急対策活動に協力していただける事業者と「災害時の応急対策に関する基本協

定」を締結しています。 

令和３年度についても、以下のとおり協力事業者を募集します。 

 

１． 協定期間 

土木工事     ：令和３年５月１日（土）～令和４年４月３０日（土） 

   建設コンサルタント：令和３年５月１日（土）～令和４年４月３０日（土） 

２．活動内容  

      出雲河川事務所が管理する一級水系斐伊川（国管理区間）において、以下の活動を行う。 

・災害が発生、又は発生する恐れがある場合の被害の拡大防止と被害施設の早期復旧のため、建設

機械、資材及び労力等による応急対策活動の実施 

・発生した災害の状況把握と報告及び指示に基づく調査・測量並びに緊急的な対策工法の検討 

３．募集期間 

    土木工事      ：令和３年３月１日（月）～令和３年３月１８日（木） 

    建設コンサルタント ：令和３年３月１日（月）～令和３年３月１８日（木） 

４．募集要領 

   募集要領の詳細については出雲河川事務所ウェブサイトに掲載しています。 

   事務所の取り組み→各種申請書はこちら→災害応急対策活動等に関する基本協定 

  出雲河川事務所：http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/jimusho/shinsei/saigaikyotei/index.html 

同時提供先：島根県政記者会 

：出雲市政記者クラブ 

：米子市政記者クラブ 

問い合わせ先 

  国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所 

        電話 ０８５３－２１－１８５０（代表） 

    総括保全対策官 山形 浩一   やまがた こういち 

    工  務  課  長  河上 忠  かわかみ あつし（土木工事） 

防災情報課長  室谷 圭莊 むろたに けいぞう（建設コンサルタント） 


